市有財産定期建物賃貸借契約書（案）

伊予市（以下「賃貸人」という。）と、 [〇〇]（以下「賃借人」という。）は、別紙物件目録記載の土地及び建物の不動産（以下、これらを一体して「本物件」という。）の賃貸借について、借地借家法（平成3年法律第90号。以下「法」という。）第38条第1項の規定に基づき、次のとおり定期建物賃貸借契約を締結する。

（目的及び物件）
第1条　賃貸人は、本物件を賃借人に賃貸し、賃借人はこれを借り受ける。この場合において、本物件に存在する賃貸人において不用の決定をした備品、その他の消耗品をはじめとする一切の残置物は、本物件の賃貸借にあたり、賃借人に対してその現状のまま引き渡すものとする。
（賃貸借期間等）
第2条　賃貸借の期間は、　　年　月　日から　　年　月　日まで（　年間）とする。
２　本契約は、法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であり、契約の更新がなく、前項に定める期間の満了により確定的に終了する。
３　賃借人は、本契約締結前に、賃貸人から法第38条第2項に基づく書面の交付を受け、本契約が更新されず期間の満了により終了することについて説明を受けたことを確認する。
４　前各項の規定にかかわらず、賃借人が期間満了後も引き続き本物件の使用を希望する場合において、賃貸人が特に必要と認めたときは、期間その他の条件を別途協議の上、改めて再契約を締結することができるものとする。
（使用目的及び用途指定）
第3条　賃借人は、本物件を[　具体的な事業用途　]（以下「指定用途」という。）の用に供するものとし、他の用途に使用してはならない。
２　賃借人は、本物件において、選定過程で提出した事業計画書（提案書）に基づき、誠実に事業を運営しなければならない。
（賃料）
第4条　賃料は、年額 　  　　　　　　　　　　　　円とする。
　　　　　　（うち消費税及び地方消費税　　　　　円）
２　賃借人は、賃貸人の発行する納入通知書により、指定された期日までに賃料を納付しなければならない。
３　賃貸借期間が1年に満たない場合の賃料は、日割計算とする。
（賃料の改定）
第5条　賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃借人と協議の上、賃料を改定することができる。
⑴　土地建物の価格、公租公課等の増減により賃料が不相当となったとき。
⑵　物価変動その他経済情勢の著しい変動があったとき。
⑶　近隣の同種の物件の賃料と比較して不相当となったとき。
（維持管理及び修繕）
第6条　賃借人は、善良な管理者の注意をもって本物件を維持管理しなければならない。
２　本物件の修繕に要する費用は、次に掲げる区分により負担する。
⑴　躯体、屋根、外壁等の主要構造部の塗装を除く修繕：賃貸人の負担
⑵　内装、建具、設備等の修繕、外壁及び屋根の塗装、並びに消耗品の交換：
賃借人の負担
⑶　賃借人の故意又は過失により生じた破損の修繕：賃借人の負担
３　賃借人は、本物件の模様替え又は増改築を行おうとするときは、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければならない。
（権利譲渡等の禁止）
第7条　賃借人は、本物件の賃借権を第三者に譲渡し、又は本物件を転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。
（契約の解除）
第8条　賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
⑴　第3条（用途指定）に違反し、指定用途以外に使用したとき。
⑵　賃料を3ヶ月以上滞納したとき。
⑶　正当な理由なく、1ヶ月以上本物件を使用しないとき。
⑷　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又はその構成員と認められるとき。
⑸　その他本契約の条項に違反し、信頼関係を著しく損なう行為があったとき。
（公益上の必要による解除）
第9条　賃貸人は、公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、6ヶ月以上の予告期間をおいて、本契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は賃借人に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
（契約終了時の物件の返還等）
第10条　賃借人は、本契約が終了したときは、賃貸人が別に指示する場合を除き、本物件をその終了時点の現状有姿にて賃貸人に返還するものとする。この場合において、賃借人は、賃貸人の事前の承諾を得て実施した維持管理、修繕又は改修（以下「改修等」という。）による原状回復の義務を負わない。
２　賃借人は、本契約の期間中に本物件に対して支出した改修等の費用について、その理由のいかんを問わず、賃貸人に対して有益費、必要費その他の費用償還請求（求償）及び造作買取りの請求を一切行わないものとする。
３　前各項の規定にかかわらず、本物件内における賃借人の所有する物品その他の残置物（賃借人が設置した造作等を含む。）について、賃貸人が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず賃借人がこれを引き取らないときは、賃借人は当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、賃貸人はこれを処分することができる。この場合において、処分に要した費用は賃借人の負担とする。
（損害賠償）
第11条　賃借人は、本契約に違反して賃貸人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
２　賃借人が第10条に定める明渡しを遅滞したときは、契約終了の翌日から明渡し完了の日までの期間に応じ、賃料の倍額に相当する損害金を賃貸人に支払わなければならない。
（管轄裁判所）
第12条　本契約に関する訴訟については、賃貸人の事務所の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
（疑義の決定）
第13条　本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、賃貸人と賃借人とが協議して定めるものとする。

本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、賃貸人賃借人記名押印の上、各自1通を保有する。

　年　　月　　日　　　
　
（賃貸人）　愛媛県伊予市米湊820番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊予市
伊予市長　　　　　　　　　　　　印

（賃借人）　[住所]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[氏名・名称]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　印




【別紙】物件目録
土　地
	所　在
	伊予市上野字銭坪

	地　番
	８１１番２

	地　目
	宅地

	地　積
	１，３８１.５０ ㎡


建　物
	所　在
	伊予市上野字銭坪８１１番地２

	建物の家屋番号
	８１１番２

	構造・床面積
	木造スレートぶき平家建　384.26 ㎡






〇年〇月〇日
［事業者名・代表者名］様
　伊予市長　　　　　　　

市有財産定期建物賃貸借契約に係る事前説明書
伊予市（以下「貸付人」という。）と〇〇（以下「借受人」という。）との間で締結する下記物件の賃貸借契約について、借地借家法第38条第2項の規定に基づき、あらかじめ以下のとおり説明します。

記

１　賃貸借物件の表示
【土地】
所在及び地番：伊予市〇〇〇〇番〇（※建物が建っていない敷地部分を含む）
地目・地積：〇〇・〇〇.○〇㎡
【建物】
所在：伊予市〇〇〇〇番地〇
家屋番号：〇〇番〇
構造・床面積：〇〇建・〇〇.○〇㎡
２　賃貸借期間：〇年〇月〇日 から 〇年〇月〇日 まで
３　説明事項
本件賃貸借契約は定期建物賃貸借契約であり、契約の更新がなく、前項に定める期間の満了により確定的に終了します。
　　　　4　再契約に関する事項
本契約の期間満了に伴う再契約（新たな賃貸借契約の締結）は原則として行いません。

（※以下、事業者記入欄）
上記の物件の賃貸借契約を締結するにあたり、貸付人から上記書面の交付を受け、本契約が更新されず期間の満了により終了することについて説明を受けました。

[bookmark: _GoBack]〇年〇月〇日（※必ず契約締結日より前の日付）

（借受人）　住所又は所在地
事業者名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　印
